
平
成
三
十
年
十
一
月

平
成
三
十
年
十
一
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案

文

京

区



議
案
第
二
十
一
号
　
　
文
京
区
心
身
障
害
者
等
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
頁

議
案
第
二
十
二
号
　
　
文
京
区
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
頁

議
案
第
二
十
三
号
　
　
文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
頁

議
案
第
二
十
四
号
　
　
文
京
区
児
童
育
成
手
当
条
例
及
び
文
京
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
頁

議
案
第
二
十
五
号
　
　
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
頁

議
案
第
二
十
六
号
　
　
文
京
区
立
白
山
交
流
館
及
び
文
京
区
立
千
駄
木
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
二
十
七
号
　
　
文
京
区
立
目
白
台
交
流
館
及
び
文
京
区
立
根
津
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
二
十
八
号
　
　
文
京
総
合
体
育
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
二
十
九
号
　
　
文
京
区
立
肥
後
細
川
庭
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

議
案
第
三
　
十
号
　
　
文
京
区
立
根
津
児
童
館
及
び
文
京
区
立
目
白
台
第
二
児
童
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ

い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁

目
　
　
　
　
　
次
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１

議
案
第
二
十
一
号

文
京
区
心
身
障
害
者
等
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
心
身
障
害
者
等
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
心
身
障
害
者
等
福
祉
手
当
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
進
行
性
筋
萎い

縮
症
」
を
「
進
行
性
筋
萎
縮
症
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
控
除
対
象
配
偶
者
」
を
「
同
一
生
計
配
偶
者
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「
進
行
性
筋
萎い

縮
症
」
を
「
進
行
性
筋
萎
縮
症
」
に
改
め
る
。

付
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
心
身
障
害
者
等
福
祉
手
当
条
例
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月

以
後
の
月
分
の
心
身
障
害
者
等
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
七
月
以
前
の
月
分
の
心
身
障
害
者
等
福
祉
手
当
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



２

（
説
　
　
明
）

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



３

議
案
第
二
十
二
号

文
京
区
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
（
平
成
二
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
控
除
対
象
配
偶
者
」
を
「
同
一
生
計
配
偶
者
」
に
改
め
る
。

付
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
以

後
の
月
分
の
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
七
月
以
前
の
月
分
の
精
神
障
害
者
福
祉
手
当
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
説
　
　
明
）



４

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



５

議
案
第
二
十
三
号

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

文
京
区
自
転
車
駐
車
場
条
例
（
平
成
七
年
七
月
文
京
区
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
の
二
の
部
駕
籠
町
公
園
前
自
転
車
駐
車
場
の
項
を
削
る
。

付
　
則

こ
の
条
例
中
別
表
第
一
の
一
の
部
に
後
楽
園
駅
前
自
転
車
駐
車
場
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
同
表
二
の
部
駕
籠
町
公
園
前
自
転
車
駐
車
場
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
平
成

三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説
　
　
明
）



６

後
楽
園
駅
前
自
転
車
駐
車
場
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
駕
籠
町
公
園
前
自
転
車
駐
車
場
を
廃
止
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し

ま
す
。



７

議
案
第
二
十
四
号

文
京
区
児
童
育
成
手
当
条
例
及
び
文
京
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
児
童
育
成
手
当
条
例
及
び
文
京
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
文
京
区
児
童
育
成
手
当
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
文
京
区
児
童
育
成
手
当
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
十
月
文
京
区
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
控
除
対
象
配
偶
者
」
を
「
同
一
生
計
配
偶
者
」
に
改
め
る
。

（
文
京
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
文
京
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
控
除
対
象
配
偶
者
」
を
「
同
一
生
計
配
偶
者
」
に
改
め
る
。

付
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
京
区
児
童
育
成
手
当
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
児
童
育
成
手
当
条
例
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
以
後



８

の
月
分
の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
五
月
以
前
の
月
分
の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
文
京
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

は
、
平
成
三
十
二
年
一
月
一
日
以
後
に
お
け
る
療
養
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係

る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
説
　
　
明
）

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



９

議
案
第
二
十
五
号

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

文
京
区
は
、
次
の
と
お
り
訴
え
を
提
起
す
る
。

一
　
件
名

住
宅
使
用
料
等
の
支
払
請
求
に
関
す
る
民
事
訴
訟

二
　
相
手
方

主
た
る
債
務
者
　
　

連
帯
保
証
人
　
　

三
　
概
要

相
手
方

（
以
下
「
主
た
る
債
務
者
」
と
い
う
。
）
は
、
文
京
区
立
根
津
一
丁
目
住
宅
（
以
下

「
本
件
住
宅
」
と
い
う
。
）
に
居
住
し
て
い
た
際
の
使
用
料
及
び
共
益
費
（
以
下
「
使
用
料
等
」
と
い
う
。
）
を
長
期
に
わ
た
り

滞
納
し
て
お
り
、
文
京
区
の
再
三
に
わ
た
る
催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
支
払
わ
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
文
京
区
は
、
本
件
住
宅
の
使
用
料
等
に
つ
い
て
、
主
た
る
債
務
者
及
び
相
手
方
　

（
以
下
「
連
帯
保
証
人
」



１０

と
い
う
。
）
に
対
し
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日
を
期
限
と
し
て
連
絡
を
す
る
よ
う
通
知
を
し
た
が
、
主
た
る
債
務
者
及
び
連

帯
保
証
人
は
、
当
該
期
限
を
過
ぎ
た
後
も
こ
れ
に
応
じ
て
い
な
い
。

四
　
請
求
の
趣
旨

主
た
る
債
務
者
及
び
連
帯
保
証
人
に
対
し
、
連
帯
し
て
使
用
料
等
滞
納
分
を
支
払
う
こ
と
を
求
め
る
。

訴
訟
費
用
は
、
相
手
方
の
負
担
と
す
る
。

仮
執
行
の
宣
言
を
求
め
る
。

五
　
訴
訟
遂
行
の
方
針

訴
訟
に
お
い
て
請
求
が
認
容
さ
れ
な
い
と
き
は
、
上
訴
す
る
も
の
と
す
る
。

（
説
　
　
明
）

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。

（一）（二）（三）



１１

議
案
第
二
十
六
号

文
京
区
立
白
山
交
流
館
及
び
文
京
区
立
千
駄
木
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
立
白
山
交
流
館
及
び
文
京
区
立
千
駄
木
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。

記

一
　
公
の
施
設

二
　
指
定
管
理
者
　
　
東
京
都
中
央
区
銀
座
四
丁
目
十
二
番
十
五
号

株
式
会
社
オ
ー
エ
ン
ス

三
　
指
定
の
期
間
　
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



１２

（
説
　
　
明
）

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



１３

議
案
第
二
十
七
号

文
京
区
立
目
白
台
交
流
館
及
び
文
京
区
立
根
津
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
立
目
白
台
交
流
館
及
び
文
京
区
立
根
津
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。

記

一
　
公
の
施
設

二
　
指
定
管
理
者
　
　
東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
四
十
四
番
三
号
池
袋
Ｉ
Ｓ
Ｐ
タ
マ
ビ
ル

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ

三
　
指
定
の
期
間
　
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



１４

（
説
　
　
明
）

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



１５

議
案
第
二
十
八
号

文
京
総
合
体
育
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
総
合
体
育
館
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。

記

一
　
公
の
施
設
　
　



１６

二
　
指
定
管
理
者
　
　
東
京
ド
ー
ム
グ
ル
ー
プ
・
ミ
ズ
ノ
共
同
事
業
体

構
成
員
（
代
表
者
）

東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
三
番
六
十
一
号

株
式
会
社
東
京
ド
ー
ム

構
成
員
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
三
番
六
十
一
号

株
式
会
社
東
京
ド
ー
ム
ス
ポ
ー
ツ

構
成
員
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
文
京
区
後
楽
一
丁
目
三
番
六
十
一
号

株
式
会
社
東
京
ド
ー
ム
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ

構
成
員
　
　
　
　
　
　
　
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
北
浜
四
丁
目
一
番
二
十
三
号

美
津
濃
株
式
会
社

三
　
指
定
の
期
間
　
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
説
　
　
明
）

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



１７

議
案
第
二
十
九
号

文
京
区
立
肥
後
細
川
庭
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
立
肥
後
細
川
庭
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。

記

一
　
公
の
施
設
　
　
東
京
都
文
京
区
目
白
台
一
丁
目
一
番

文
京
区
立
肥
後
細
川
庭
園

二
　
指
定
管
理
者
　
　
肥
後
細
川
庭
園
パ
ー
ク
ア
ッ
プ
共
同
体

構
成
員
（
代
表
者
）

東
京
都
文
京
区
関
口
一
丁
目
四
十
七
番
十
二
号

一
般
財
団
法
人
公
園
財
団

構
成
員
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号

西
武
造
園
株
式
会
社

三
　
指
定
の
期
間
　
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



１８

（
説
　
　
明
）

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。



１９

議
案
第
三
十
号

文
京
区
立
根
津
児
童
館
及
び
文
京
区
立
目
白
台
第
二
児
童
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日

提
　
出
　
者
　
　
文
京
区
長
　
　
成
　
　
澤
　
　
廣
　
　
修

文
京
区
立
根
津
児
童
館
及
び
文
京
区
立
目
白
台
第
二
児
童
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
る
者
を
左
記
の
と
お
り
指
定
す
る
。

記

一
　
公
の
施
設

二
　
指
定
管
理
者
　
　
東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
四
十
四
番
三
号
池
袋
Ｉ
Ｓ
Ｐ
タ
マ
ビ
ル

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ

三
　
指
定
の
期
間
　
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



２０

（
説
　
　
明
）

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。




